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西条市農業委員会 令和７年度 第１０回総会 議事録 

 

１．日 時 令和８年１月６日（火） 午後２時００分から午後２時５１分まで 

 

２．場 所 西条市役所本館 ５階大会議室 

 

３．会議構成員現在総数 農業委員２４名  推進委員３０名 

 

４．農業委員 出席者 ２２名  欠席者 ２名  出席率  ９１.７％ 

  推進委員 出席者 ２８名  欠席者 ２名  出席率  ９３.３％ 

 

  ○農業委員出席者氏名   

会  長 

会長代理 

委  員 

8番 

23番 

1番 

2番 

4番 

5番 

6番 

7番 

9番 

10番 

加藤 茂 

真鍋 美鈴 

越智 一志 

明比 典正 

一色 達夫 

白木あゆみ 

藤田 孝明 

近藤 明弘 

長谷川孝師 

篠森 均 

 

 

11番 

12番 

13番 

14番 

15番 

16番 

17番 

18番 

 

 

眞鍋 覚 

武方 謙一 

鈴木 伸二 

武田 弘文 

武田 喜義 

曽我部英樹 

武田 安博 

山内ふさえ 

 

 

19番 

20番 

22番 

24番 

 

 

徳永 耕治 

𡧃佐美好正 

岡田 貴洋 

宇野 嘉秀 

○欠席者氏名 

3番 徳増 靖記 21番 余吾 秀利     

 

○推進委員出席者氏名   

委  員 2番 

3番 

4番 

5番 

6番 

7番 

8番 

9番 

10番 

11番 

一色 信之 

加藤 武司 

髙橋 滝雄 

伊藤 龍二 

伊藤 正夫 

日野 哲也 

宮武 恭宏 

岡本 省三 

安藤 英利 

近藤 仁志 

12番 

13番 

14番 

15番 

16番 

17番 

19番 

20番 

21番 

22番 

眞田 克彦 

平木 克彦 

中川 英隆 

武田 義臣 

山田 好一 

垂水 久明 

管 辰郎 

髙木 秀昭 

高橋 寿夫 

佐山 林壱 

23番 

24番 

25番 

26番 

27番 

28番 

29番 

30番 

黒河 祐二 

渡部 靖 

佐伯 保親 

佐伯 静雄 

玉井 隆志 

桑原 俊樹 

小倉 謙治 

日野 貴文 

○欠席者氏名 

1番 寺田 昌直 18番 楠窪 和彦     
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５．議案について 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請書に対する意見の決定について 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請書に対する意見の決定について 

 議案第４号 農地法第５条に係る転用事業計画変更に対する意見の決定について 

 議案第５号 農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見の決定について 

 報告 事 項 報告承認案件（農地法第１８条６項に係る通知等） 

         

６．農業委員会事務局及びその他の職員 

  ○農業委員会事務局 

   事務 局 長   渡邊賢一郎   西部分室長   近藤公一 

   事務局次長   髙橋徹也    事務局担当次長 橋田勇作 

   事務局副主査  遠藤竜彦 

 

７．議事内容 

事務局 

 

 

 

 

会 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

皆さまこんにちは。定刻が参りましたので、ただ今から令和７年度 

第１０回総会を開催いたします。 

皆さま、ご起立をお願いいたします。一同「礼」。ご着席ください。 

はじめに、加藤会長がご挨拶を申し上げます。 

 

【会長挨拶】 

 

 ありがとうございました。 

それでは議事に入らせていただきます。議事の進行は、農業委員会

会議規則の規定によりまして会長が行うこととなっております。加藤

会長、よろしくお願いをいたします。 

 

   【会長、議長席に着く】 

 

 これより私が本日の議事進行を務めさせていただきます。これより

先は着座にて進行しますので、よろしくご審議をお願いをいたしま

す。 

それでは、ただ今から令和７年度 第１０回西条市農業委員会総会

を開会いたします。 

 

  【議事録署名人及び書記の指名】 

 

まず、議事録署名人を私の方から指名させていただきます。山内ふ

さえ委員、徳永耕治委員の両委員にお願いをいたします。 

本日の欠席届が農業委員からは、３番 徳増靖記委員、２１番 余
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吾秀利委員から出ております。また、農地利用適化推進委員からは、

１番 寺田昌直委員、１８番 楠窪和彦委員から出ておりますのでご

報告をいたします。 

ただ今の出席農業委員数は、２２名であります。農業委員会等に関

する法律第２７条第３項の規定により、定足数に達しておりますの

で、本会議は成立することをご報告いたします。 

書記については、事務局の橋田、遠藤の両君にお願いをいたします。 

それでは、議事に入ります。 

 

 

農地法第３条関係 

 

議案書につきましては３ページ、議案第１号、農地法第３条の規定

による許可申請について、を議題といたします。 

まず、議案内容について事務局より説明をいたします。 

 

事務局の髙橋です。よろしくお願いいたします。まず、ご審議いた

だく前に議案内容の訂正がございます。議案書３１ページ、議案第５

号の農用地利用集積等促進計画（案）一覧表について、お手元にお配

りしております資料のとおり整理番号２５の利用権の設定を受ける

者の氏名に誤りがあり訂正させていただいております。ご了承願えれ

ばと存じます。それでは失礼して、着座にて議案のご説明をさせてい

ただきます。 

議案書４ページをご覧下さい。 

１４８号は、共有持分の世帯内集約のため、○○の ○○ 氏が持

つ申請地の共有持分○分の１を○○の ○○ 氏に移転しようとす

る申請でございます。 

１４９号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

議案書５ページをご覧ください。 

１５０号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

１５１号は、○○の ○○ 氏が、現在利用権設定にて設定中の賃

借権の更新のため、○○の ○○ 氏と３条許可により改めて賃借権

の設定をしようとする申請でございます。 

１５２号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

議案書６ページをご覧ください。 

１５３号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から賃借権の設定を受けようとする申請でございます。 
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１５４号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

１５５号は、○○の一般社団法人 ○○が、経営規模拡大のため、

○○の ○○ 氏から賃借権の設定を受けようとする申請でござい

ます。 

１５６号は、○○の ○○ 氏ほか○名が、新規就農のため、○○

の ○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

議案書７ページをご覧ください。 

１５７号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から贈与を受

けようとする申請でございます。 

１５８号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から贈与を受

けようとする申請でございます。 

１５９号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

１６０号は、○○の ○○ 氏が、小作地解放のため、○○の   

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

議案書８ページをご覧ください。 

１６１号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から贈与を受

けようとする申請でございます。 

１６２号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

１６３号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

１６４号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

議案書９ページをご覧ください。 

１６５号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の ○

○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

１６６号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から贈与を受

けようとする申請でございます。 

１６７号は、○○の ○○ 氏が、新規就農のため、○○の ○○ 

氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

議案書１０ページをご覧ください。 

１６８号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から贈与を受

けようとする申請でございます。 

１６９号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から贈与を受

けようとする申請でございます。 

１７０号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

議案書１１ページをご覧ください。 
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議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

１７１号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から現在利用

権設定により借受けている農地について、所有権の移転を受けようと

する申請でございます。 

１７２号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

１７３号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から使用貸借権の設定を受けようとする申請でございます。 

議案書１２ページをご覧ください。 

１７４号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から使用貸借権の設定を受けようとする申請でございます。 

１７５号は、○○の ○○ 氏が、新規就農のため、○○の ○○

氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

１７６号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から贈与を受

けようとする申請でございます。 

１７７号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

議案書１３ページをご覧ください。 

１７８号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大を目的として、○

○の ○○ 氏から所有権移転を受けるために申請されたものであ

りますが、農地法第３条第２項第６号に規定する「周辺の地域におけ

る農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障を生ずるおそれがある」ことから申請人より取下げの申出がござ

いました。 

１７９号は、○○の ○○ 氏が、経営規模拡大のため、○○の  

○○ 氏から所有権の移転を受けようとする申請でございます。 

以上、１７８号を除く３１件、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

ただ今事務局より説明がありました案件の中で、１５６号、１６７

号及び１７５号については新規就農であり、いずれも自家消費用の作

物の栽培を目的としたものであり、面接は行っておりませんので、事

務局より報告をお願いいたします。 

 

報告します。 

１５６号の譲受人である ○○ 、 ○○ 氏ですが、申請地の隣

に農地法第５条転用にて自宅を建築する予定でありますが、その残地

を購入し、自家消費用の野菜を耕作したいとのことから、今回の申請

となっております。インターネット等を活用し、勉強しながら耕作し

たいとのことであります。 

１６７号でありますが、譲受人の父が中心となり、荒れていた申請
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

地区委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地を地元有志と共にボランティアにて整地し、管理、耕作をしており

ましたが、年月が経つにつれ有志の集まりも悪くなり、譲受人の父が

申請地を引き取ることとなりました。申請地の管理を大学で農学を勉

強して、農業の知識もある子の○○氏に任せる予定であるため、今回

の申請となっております。主に、季節野菜を中心に耕作したいとのこ

とであります。 

１７５号の譲受人である ○○ 氏でありますが、以前から家庭菜

園に興味があり、農家である親戚の農業の手伝い等をしておりました

が、今回、自宅隣である申請地が売りに出されていることを知り、購

入するため今回の申請となっております。主に、季節野菜や果樹を耕

作したいとのことであります。 

なお、こちらの３件につきましては、規模拡大の予定はないとのこ

とであり、農地は農地として管理するよう確約させその旨の誓約書の

提出も受けております。 

以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

 

すみません、よろしいでしょうか。議案書４ページの１４８号です

けれど、議案書の譲受人と譲渡人が逆になっておりまして、正しくは

譲受人が ○○ 氏、譲渡人が ○○ 氏です。お詫びして訂正させ

ていただきます。申し訳ございませんでした。 

 

先ほど事務局より説明のあった１４８号について、譲受人と譲渡人

が逆になっておりましたので、訂正をお願いしたいと思います。 

それでは、ただ今事務局より説明がありました１７８号を除く３１

件について、１４８号より順次、地元委員さんのご意見を伺いたいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

１４８号、１４９号、１５０号 問題ありません。 

１５１号 問題ありません。 

１５２号、１５３号 問題ありません。 

１５４号 問題ありません。 

１５５号 問題ありません。 

１５６号 問題ありません。 

１５７号 問題ありません。 

１５８号 問題ありません。 

１５９号 問題ありません。 

１６０号、１６１号、１６２号、１６３号、１６４号 問題ありま

せん。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

地区委員 

 

議 長 

 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１６５号 問題ありません。 

１６６号、１６７号、１６８号、１６９号 問題ありません。 

１７０号、１７１号、１７２号、１７３号、１７４号 問題ありま

せん。 

１７５号、１７６号 問題ありません。 

 

１７７号については担当者が欠席ですかねぇ。丹原地区の関係者で

わかる人はいませんか。 

 

   （意見なし） 

 

事務局、この件は問題ないですか。 

 

１７７号ですけれど、こちらについては特に問題ないと考えており

ます。事務局の方でも１２月２２日に現地を確認させていただきまし

たが、現地は特に問題ありませんでした。 

以上です。 

 

事務局の方からは問題ないとのことであります。それでは、１７９

号についてお願いします。 

 

１７９号 問題ありません。 

 

ありがとうございました。 

地元の委員さんの方からも問題ないということでございますが、ほ

かに、ご意見、ご異議等ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。 

「異議なし」ということでありますので、以上３１件を原案どおり

許可することといたします。 

 

 

農地法第４条関係 

 

つぎに、議案書につきましては１４ページ、議案第２号、農地法第

４条の規定による許可申請に対する意見の決定について、を議題とい

たします。 

まず、１１号について審議いたします。当案件について、 ○○ 委
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

地区委員 

 

議 長 

 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

員は、申請人にあたり、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関

する事項に該当することから、一旦ご退席願います。 

 

    （ ○○ 委員退室） 

 

それでは、議案内容について事務局から説明をいたします。 

 

議案書１５ページをご覧ください。 

１１号は、○○の ○○ 氏が、農業用倉庫を建築しようとする申

請でございます。 

本件は是正案件であり、平成２９年９月に農業用倉庫の建築を目的

として農地法施行規則第２９条に規定する２アール未満の自己転用

を行うということで届出が提出されておりましたが、農業用倉庫を建

築する際に、農作業用車両の駐車のため届出の範囲を超えて造成を行

っておりました。申請人は深く反省し「今後は農地法を遵守し、かか

ることのなきように誓約いたします」との始末書が提出されておりま

す。 

以上１件、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

以上１件でありますが、本案件について、地元の委員さんのご意見

を伺いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

１１号 問題ありません。 

 

ありがとうございました。 

地元の委員さんからは問題ないということでありますが、ほかに、

ご意見、ご異議等ございませんか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございます。 

「異議なし」ということでありますので、承認することとし、知事

に進達をいたします。 

以上で、 ○○ 委員に関する案件は終了いたしましたので、入室

を認めます。○○委員さん、お入りください。 

 

    （ ○○ 委員着席） 

 

それでは審議を再開いたします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残り２件の議案内容について、事務局から説明をいたします。 

 

引き続き議案書１５ページをご覧ください。 

１２号は、○○の ○○ 氏が申請地に設置する営農型太陽光発電

施設について、一時転用の期間が満了となることから、引き続き３年

間の一時転用許可を受けようとする申請でございます。 

１３号は、○○の ○○ 氏が、自己住宅の敷地を拡張しようとす

る申請でございます。 

本件は是正案件であり、申請地は申請人の亡き祖父の代から隣接す

る宅地と一体的に使用されており、平成８年に申請人が自己住宅を建

築した際も越境していることに気付かず現在に至ります。このたび土

地を分筆するため専門家に調査を依頼したところ、実際の境界と現況

にずれが生じていることが判明いたしました。長年違反転用の状態で

使用していたことを知った申請人は深く反省し「以後、農地法を遵守

いたします」との始末書が提出されております。 

以上２件、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

ただ今事務局から２件の説明がございましたが、一つ聞きたいこと

があるのですが、１２号の営農型の施設ですが、栽培されている作物

の品目と今までやってきた中でどういう状態か説明をしてもらった

らと思います。最近、営農型に関しては全国的にも問題になっている

ので、報告のときに作物名とどういう状況かを入れておいてもらった

ら思うんですが、説明をお願いします。 

 

失礼します。 

１２号の案件なんですけど、作物はシキミを栽培しております。太

陽光発電施設設置から５年ほど経過したんですけど、申請書にありま

したが、あまり生育状況がよくないということで植えては枯れ、植え

ては枯れを繰り返しているようで、現地を確認した際、定植後１年、

２年くらいの大きさまでしか育っていないようなシキミしか存在し

ておりませんでした。今回、知見を有する方ということで、近隣にお

住まいの○○さんという土木業を主に営んでいる方に意見書の作成

をお願いしていたんですけど、その方も何回も失敗しながらシキミを

育成する方法を見つけたりして、その方に今後師事をしてきちんと生

育をしていきたいということで、本人からの申請書の提出がありまし

た。出荷自体はそのような状況ですので全くできておらず、今回許可

を得られたらということになりますが、次回の３年後の際にはきちん

と出荷ができるようこちらも指導をしていきたいと思います。ほかの

案件に比べるとシキミのできが非常に悪いというのが現実でござい
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議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

加藤武司委員 

 

 

 

 

議 長 

 

加藤武司委員 

 

 

 

 

一色達夫委員 

 

 

議 長 

 

一色達夫委員 

 

 

 

ます。 

 

これは２回目（の許可申請）になるけど地方局の方も見にはきてい

るのですか。 

 

現地の方までは来てはいないと思いますが、事前に資料は渡してお

りますので確認はされているかと思います。（申請書に添付の）写真

と比べてもあまり生育状況がよろしくありませんので、地方局の方か

らの一定の指導は受ける可能性はあろうかと思います。取消まで行く

かというとその辺は懐疑的なところはあるんですけれど、ある程度の

指導は受けるかと思っております。 

 

わかりました。今後、内容的に厳しいところは（地方局から）どん

どん指摘されると思いますので、指導の方よろしくお願いしたいと思

います。ありがとうございました。 

それでは、ただ今事務局より説明がありました２件について、地元

委員さんのご意見を伺いたいと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

 

１２号ですが、事務局の方から説明がありましたが、土地そのもの

が低いから条件が悪いです。○○さんも排水をやって将来（シキミを）

大きくしようかといっておりますが、疑問ですね。柑橘を作っている

ようなところでは放っておいてもできるというような状態ですから。 

 

日射量的にはどうですか。 

 

日射的にはいいんじゃないでしょうか。問題は排水だけですね。最

初は１,０００本くらい植えたのかな。今は２００本くらいしか残っ

ていないという状態ですから大変じゃないかなと思いますが、それは

やってみないとわからないんですけど。 

 

湿地帯ですから移植しても一年目で枯れたものが多かったですね。

だから適地ではないということです。 

 

土壌改良も必要ということ。 

 

周辺がコシヒカリを作っているようなところですので、排水をして

もシキミはどうかなぁというのを感じました。だけど、それでもシキ

ミをやるということですので、それは地主さんの判断だと思いますの

で。 
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議 長 

 

 

 

 

 

地区委員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

今営農型でやろうと思ったらシキミくらいしかない販売できる作

物はないので。本当だったら除けてもらわないといけないようになり

かねないので、大変厳しいかと思いますが、せっかく設置したので当

人さんにできるだけ販売できるよう頑張ってもらいましょう。 

つぎに、１３号についてお願いいたします。 

 

１３号 問題ありません。 

 

ありがとうございました。 

先ほど言いましたように太陽光については厳しいところもありま

すが、本来であれば出荷できないような状態では撤去ということにな

るのかと思いますが、ただ、国としてそこまでいってないんで。地方

でも頭を抱えているんじゃないんだろうかというところはあるので

はないかと思いますが、近隣の状況を確認しながら対応していきたい

と思います。 

ただ今の２件について、ほかに、ご意見、ご異議等があればお聞き

したいと思いますがございませんか。 

 

異議なし。 

 

ありがとうございました。 

「異議なし」ということでありますので、以上２件を原案どおり承

認することとし、知事に進達をいたします。 

 

 

農地法第５条関係 

 

つぎに、議案書につきましては１６ページ、議案第３号、農地法第

５条の規定による許可申請に対する意見の決定について、を議題とい

たします。 

まず、議案内容について事務局から説明をいたします。 

 

議案書１７ページをご覧ください。 

８４号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏から所有権

移転を受け、露天資材置場に転用しようとする申請でございます。 

８５号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から使用貸借権

の設定を受け、自己住宅を建築しようとする申請でございます。 

８６号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から所有権移転

を受け、露天資材置場及び駐車場に転用しようとする申請でございま
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す。 

８７号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏ほか○名か

ら所有権移転を受け、露天資材置場及び駐車場に転用しようとする申

請でございます。 

８８号は、○○の ○○ 氏ほか○名が、○○の ○○ 氏から所

有権移転を受け、自己住宅の建築及び進入路への転用をしようとする

申請でございます。 

議案書１９ページをご覧ください。 

８９号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から所有権移転

を受け、自己住宅の建築及び進入路への転用をしようとする申請でご

ざいます。 

９０号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から使用貸借権

の設定を受け、自己住宅を建築しようとする申請でございます。 

９１号は、○○の ○○ 氏ほか○名が、○○の ○○ 氏から所

有権移転を受け、自己住宅の建築をしようとする申請でございます。 

９２号は、○○の○○ 株式会社が、○○の ○○ 氏から所有権

移転を受け、事務所、車庫及び倉庫を建築しようとする申請でござい

ます。 

９３号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏から所有権

移転を受け、太陽光発電施設を設置しようとする申請でございます。 

９４号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏から所有権

移転を受け、建売住宅を２棟建築し、販売しようとする申請でござい

ます。 

９５号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏から所有権

移転を受け、分譲地を造成しようとする申請でございます。 

本件は是正案件であり、元々は２区画の宅地分譲を目的として、令

和６年度第１２回総会においてご審議いただき、令和○年○月○日に

県知事の許可を受けておりましたが、当該申請地の隣地に設置された

太陽光発電施設への日陰の影響により、住宅を建築するにあたり距離

制限があることが判明し、分譲地の区画の配置変更をしなくてはなら

なくなりましたが、無断で形状を変更し造成しておりました。このた

び隣接地の土地利用の関係で愛媛県から指摘があり、違法状態である

ことを知った申請人からは違法状態を解消するため、許可を受けた申

請の取消願、議案第３号にてご審議いただきます計画変更及び本件申

請がなされており、申請人からは「今後はこのようなことがないよう

に十分注意し、二度とこのようなことがないようにいたします」との

始末書が提出されております。 

議案書１９ページをご覧ください。 

９６号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏ほか○名か

ら所有権移転を受け、太陽光発電施設を設置しようとする申請でござ



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。 

９７号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏から所有権

移転を受け、太陽光発電施設を設置しようとする申請でございます。 

９８号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏ほか○名か

ら所有権移転を受け、太陽光発電施設を設置しようとする申請でござ

います。 

９９号は、○○の ○○ 氏ほか○名が、○○の ○○ 氏から使

用貸借権の設定を受け、自己住宅を建築しようとする申請でございま

す。 

議案書２０ページをご覧ください。 

１００号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏の青年後見人 

○○ 氏から所有権移転を受け、自己住宅を建築しようとする申請 

でございます。 

１０１号は、○○の○○ 合同会社が、○○の ○○ 氏から所有

権移転を受け、太陽光発電施設を設置しようとする申請でございま

す。 

１０２号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から所有権移

転を受け、住宅敷地を拡張しようとする申請でございます。 

本件は是正案件であり、申請地には住宅敷地の一部として石塁が築

かれおりますが、これは譲渡人の亡き父親により昭和４０年代半ばに

設置され現在に至ります。譲渡人は令和５年に当該地を相続し、違反

転用であることを知らなかったとのことではありますが、当該事実を

重く受け止め、「今後このようなことのないよう万全の注意を払いま

す」との始末書が提出されております。 

１０３号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から所有権移

転を受け、自己住宅を建築しようとする申請でございます。 

議案書２１ページをご覧ください。 

１０４号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏ほか○名

から所有権移転を受け、野菜カット工場を建築しようとする申請でご

ざいます。 

１０５号は、○○の○○ 株式会社が、○○の ○○ 氏ほか○名

から所有権移転を受け、露天資材置場及び駐車場に転用しようとする

申請でございます。 

１０６号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から使用貸借

権の設定を受け、自己住宅を建築しようとする申請でございます。 

議案書２２ページをご覧ください。 

１０７号は、○○の株式会社 ○○が、○○の ○○ 氏から賃借

権の設定、○○の ○○ 氏から所有権移転を受け、店舗用借地を造

成しようとする申請でございます。 

１０８号は、○○の ○○ 氏が、○○の ○○ 氏から所有権移
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議 長 

 

 

 

 

地区委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

転を受け、自己住宅を建築しようとする申請でございます。 

１０９号は、○○の○○ 株式会社が、○○の ○○ 氏から所有

権移転を受け、露天資材置場及び駐車場に転用しようとする申請でご

ざいます。 

以上２６件、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

ただ今事務局から説明がありました２６件について、まず８４号よ

り地元委員さんのご意見を伺いたいと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

 

８４号、８５号、８６号 問題ありません。 

８７号 問題ありません。 

８８号、８９号 問題ありません。 

９０号 問題ありません。 

９１号 問題ありません。 

９２号、９３号 問題ありません。 

９４号 問題ありません。 

９５号、９６号、９７号、９８号 問題ありません。 

９９号 問題ありません。 

１００号 問題ありません。 

１０１号、１０２号 問題ありません。 

 １０３号 問題ありません。 

 １０４号 問題ありません。 

 １０５号 問題ありません。 

１０６号 問題ありません。 

１０７号 問題ありません。 

 １０８号 問題ありません。 

 １０９号 問題ありません。 

 

ありがとうございました。 

地元の委員さんからは問題ないということでありますが、ほかに、

ご意見、ご異議等ございませんか。 

 

異議なし。 

 

 ありがとうございます。 

「異議なし」ということでありますので、以上２６件を原案どおり

承認することとし、知事に進達をいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

地区委員 

 

議 長 

 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

農地法第５条転用事業計画変更関係 

 

つぎに、議案書につきましては２３ページ、議案第４号、農地法第

５条の規定にかかる転用事業計画変更に対する意見の決定について、

を議題といたします。 

まず議案内容について、事務局より説明をいたします。 

 

議案書２４ページをご覧ください。 

４号は、先ほどご審議いただきました議案第３号の９５号に関連し

た案件であり、○○の株式会社 ○○が、２区画の宅地分譲を目的と

して、令和○年○月○日に県知事の許可を受けておりましたが、無断

で形状を変更し造成しており、当初許可を受けた箇所の一部が農地の

ままであることから、○○○○番○内の許可を一部取消し、無断で造

成した一部について５条許可を受け、区域内に含むため事業変更を受

けようとするものでございます。 

以上１件、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。 

ただ今事務局より説明がありました１件でございますが、まず地元

の委員さんのご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いをいたし

ます。 

 

 ４号 問題ありません。 

 

ありがとうございます。 

 地元の委員さんの方からも問題ないとのことありますが、ほかに、

ご意見、ご異議等ございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 ありがとうございます。 

「異議なし」ということでありますので、以上１件を原案どおり承認

することとし、知事に進達をいたします。 

 

 

農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見の決定 

 

つぎに、議案書につきましては２５ページ、議案第５号、農用地利

用集積等促進計画（案）に対する意見の決定について、西条市長から
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

日野貴文委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

意見照会がありましたので、議案内容を事務局より説明をいたしま

す。 

 

 議案書２６ページをご覧ください。 

 件数が多いため、筆ごとの説明は省略させていただきますが、いず

れも申出書を確認し、耕作に供すべき農用地の全てを効率的に利用

し、耕作に必要な農作業に常時従事しているかなど、農地中間管理事

業の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の要件を満

たしていることをご報告させていただきます。詳細につきましては、

議案書２７ぺージから５７ページとなっております。 

このたび意見照会のありました農用地利用集積等促進計画（案）の

うち、権利設定の件数は、１３１件、面積が、４３万６,５７７平米、

権利移転の件数は、１件、面積が８０９平米、所有権移転の件数は、

１９件、面積が、６万７,３７２.０８平米となっております。 

以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。 

 ただ今事務局より説明がありましたが、議案書４４ページの整理番

号９５号及び議案書４９ページの整理番号１１７号の借受人は新規

就農者であり、９５号の新規就農者については、面接を行っていただ

いておりますので、地区委員から報告をしていただきたいと思いま

す。日野貴文委員さん、よろしくお願いをいたします。 

 

 失礼します。 

９５号になりますが、去る１２月１９日に石根公民館におきまし

て、新規就農希望者の面接を行いました。面接は、宇野委員、小倉委

員、そして私、日野が行いました。当案件の申請人は○○の ○○ 

氏、○○歳ですあります。○○氏は大学卒業後、地元で働きたいとい

う思いを抱き、令和６年から、ＪＡ周桑で研修を受けております。今

年２月に研修を修了するのを機に、今回、○○の農地、○○平米を中

間管理機構を通じて借り受け、就農する予定です。主に栽培する作物

はメロンと青ネギです。こちらからは、地域での営農や農地管理等に

ついて説明を行い、農地は農地として管理することを確約し、その旨

の誓約書の提出も受け面接を終了しました。就農については、若く意

欲的であり特に問題ないと判断いたしました。 

以上で報告を終わります。 

 

 ありがとうございました。 

 日野貴文委員さんをはじめ面接に携わっていただきました委員の

みなさん、大変お忙しい中、お世話になりました。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 つづきまして、１１７号につきましては、自家消費用の作物の栽培

を目的としたものであり、面接は行っておりませんので、事務局より 

報告をいたします。 

 

 事務局より報告させていただきます。 

今回の新規就農者は○○の ○○ 氏、○○歳であります。○○氏

は祖母と一緒に５年程農業に従事しておりました。今回、○○の農地

○○平米を借り受け、無農薬で米を栽培し、収穫後は自家消費する予

定です。○○氏の就農については特に問題はないと判断します。最後

に、農地は農地として管理することを確約させ、その旨の誓約書の提

出も受けました。 

以上で報告を終わります。 

 

 ありがとうございます。 

 ただ今事務局より一括して説明がありましたが、この件に関しまし

て、何かご意見、ご異議等ございませんか。 

 

異議なし。 

 

 ありがとうございます。 

「異議なし」ということでありますので、以上、原案どおり承認す

ることとし、市長に回答をいたします。 

 

 

   報告承認案件 

 

 つづきまして、本日最後になりますが、議案書５８ページ、報告承

認案件について、事務局より報告をいたします。 

 

 それでは、ご報告させていただきます。 

令和７年１１月５日から、令和７年１２月１５日までの受付期間中

に、農地法第１８条第６項、解約通知４０件、農地法施行規則第２９

条第１号届出１件、農地法第５条取下願１件及び同取消願１件を受理

するとともに、農地バンク農地登録を３件、同利用登録１件を行って

おります。 

また、地区委員と協議し、非農地判断を１件行っております。ご対

応くださった委員さん方、誠にありがとうございました。 

以上報告案件について、ご了承をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

ただ今事務局より報告がございましたが、何かご意見、ご質問等あ

りませんか。 

 

    （意見なし） 

 

 ありがとうございます。 

 ないようですので、報告承認案件を終了いたします。 

 以上をもちまして本日の議事日程は全て終了いたしましたが、この

際ですので、委員の皆さんの方から何かご意見等がございましたらお

受けしますが、ございませんか。 

 

    （意見なし） 

 

 ないようでございますので、本日の総会はこれで閉会といたしま

す。慎重審議、ありがとうございました。 
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８．議案結果 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 原案承認 

議案第２号 
農地法第４条の規定による許可申請書に対する意見の決定

について 
原案承認 

議案第３号 
農地法第５条の規定による許可申請書に対する意見の決定

について 
原案承認 

議案第４号 
農地法第５条に係る転用事業計画変更に対する意見の決定

について 
原案承認 

議案第５号 
農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見の決定につい

て 
原案承認 

報告 事 項 報告承認案件（農地法第１８条６項に係る通知等） 原案承認 

 

 

９．閉会の日時  

   令和８年１月６日 午後２時５１分 

 


